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《要旨》 

近年、議員歳費をめぐっては、東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の感染拡大

を踏まえた一時的な減額措置のほか、参議院議員の定数増を踏まえた参議院議員による

自主返納に係る措置が講じられるなど様々な動きが見られる。 

また、最近では、当選無効となった国会議員の歳費の取扱いをめぐる議論等もあり、

今後の展開が注目される。 

 

 

１．はじめに1 

 令和３年４月 23 日、「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」（昭和 22 年法律

第 80 号。以下「歳費法」という。）が改正され、新型コロナウイルス感染症（以下「コロ

ナ」という。）の感染拡大を踏まえた議員歳費減額措置が令和３年 10 月まで延長された。 

議員歳費をめぐっては、近年、震災復興等への対処のための一時的な減額措置や、参議

院議員の定数増を踏まえた経費節減のための自主返納に係る措置が講じられるなど様々な

動きが見られ、最近では、当選無効となった議員の歳費の取扱い等も議論されている。 

 そこで本稿では、議員歳費の制度面を概観し、近年の主な動向について振り返ることと

する。その上で、報道等を基に、当選無効となった議員の歳費の取扱いに関する議論など

最近の動きを紹介することとしたい。 

 

２．議員歳費の概要 

 憲法第 49 条は、「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費

を受ける」と規定し、①国会議員が歳費を受けること、②その歳費は国庫から支出される

ことを定めている。歳費は１年を基準としての金額を定める支給金をいうが、必ずしも１

年単位で支給する必要はなく、実際には各月分に分けて歳費月額として、議員の任期開始

 
1 本稿は、令和３年７月７日現在の情報に基づくものであり、参照ＵＲＬの確認も同日に行っている。なお、

本稿の表記について、単に「議員」と表記した場合でも「国会議員」を指すものとし、議員氏名は議員在職

時に院内で使用されたもの（通称含む）で表記する。 
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の日から身分終了の日まで日割計算（後述３．（２）参照）により支給されている2。 

歳費の性質については、「国会議員としての職務遂行上要する出費の弁償たる性質をも

つ」とする費用弁償説3、「議員の勤務に対する報酬たる性質を有する」とする報酬説4の二

つの考え方があるが、前者は「非専業的な素人たる国民代表による国政運営という近代議

会制の理念に忠実」であり、後者は「議員の職務の専業化・専門化が不可避的傾向となっ

てきた現代議会制のあり方を反映」しているとされる5。また、後者の観点から、「歳費は

その〔議員の〕職務および地位にふさわしい生活を保障するための報酬たる性質をもつと

いうべき」として、歳費には生活保障の側面が含まれるとする見解6もある（〔〕は筆者に

よる。以下同様）。 

この点、国会内外の有識者を委員として、昭和 40 年に衆議院に設置された「議員歳費等

に関する調査会」の答申（昭 41.3）では「議員の歳費は、全国民の代表たる国会議員がそ

の重要な職責を遺憾なく遂行することについての報酬であ」るとされ、同様に昭和 56 年に

衆議院に設置された「議員関係経費等に関する調査会」の答申（昭 57.7）では「議員の歳

費は…国会議員がその地位にふさわしい生活を維持するための報酬として受けるものであ」

るとされている7。 

 歳費の「相当額」については、「議員たる職務に相当する金額」8「議員としての職務、地

位に見合った、また議員として生活を維持するために、必要かつ十分な額」9等と解されて

おり、憲法第 49 条の規定を受け、国会法（昭和 22 年法律第 79 号）第 35 条10で「議員は、

一般職の国家公務員の最高の給与額（地域手当等の手当を除く。）より少なくない歳費を受

ける」として基準を定め、歳費法第１条で具体的な歳費月額（議長 217 万円、副議長 158

万 4,000 円、議員 129 万 4,000 円）を規定している（コロナ禍の特例で令和３年 10 月まで

20％減（後述３．（５）参照））。 

 なお、歳費のほか、国会における議員に関する国費支給の主なものとしては、期末手当、

文書通信交通滞在費、議会雑費・職務雑費、立法事務費などがある（図表１参照）。 

 

 

 
2 宮澤俊義、芦部信喜『全訂 日本国憲法』（日本評論社、昭和 53 年）373～374 頁、森本昭夫『逐条解説 国

会法・議院規則〔国会法編〕』（弘文堂、平成 31 年）100 頁 
3 法学協会編『註解日本国憲法下巻（１）』（有斐閣、昭和 28 年）790 頁 
4 前掲注２宮澤・芦部 374 頁 
5 樋口陽一ほか『注解法律学全集３ 憲法Ⅲ〔第 41 条～第 75 条〕』（青林書院、平成 10 年）88～89 頁 
6 佐藤功『ポケット註釈全書 憲法（下）〔新版〕』（有斐閣、昭和 59 年）684 頁 
7 田村公伸「国会議員の歳費・手当等の諸問題」『議会政策研究会年報』第５号（平 13.12.25）158～160 頁、

第 198 回国会参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会会議録第３号３頁（平 31.4.24） 
8 前掲注２宮澤・芦部 373 頁、前掲注５ 89 頁 
9 只野雅人「第 49 条〔議員の歳費〕」芹沢斉ほか編著『新基本法コンメンタール 憲法』（日本評論社、平成 23

年）328 頁、原田一明「第４章 国会［第 49 条］」辻村みよ子、山元一編著『概説 憲法コンメンタール』

（信山社、平成 30 年）250 頁 
10 同条の立法趣旨に関しては、「草案の検討段階において、最高機関の構成員としての権威と機能を十分発揮

するためとの議論があった」旨の説明があるほか（第 198 回国会参議院議院運営委員会会議録第 23 号 19 頁

（令元.6.3）、前掲注７田村 143～144 頁）、「従来旧憲法下において議員の地位・待遇が官吏に及ばなかった

ことを改め、その地位・待遇を最高機関たる国会の構成員に値するように高めるという思想の現れ」とも説

明されている（前掲注６ 682 頁）。 

辻
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図表１ 国会における議員に関する国費支給の主なもの（令和３年６月現在） 

手当等 金 額 概要等 
歳費※１ 

(議 ⻑) 
(副議⻑) 
(議 員) 

月額(▲20％後の現在支給額(＊)) 
2,170,000 円(1,736,000 円) 
1,584,000 円(1,267,200 円) 
1,294,000 円(1,035,200 円) 

（＊コロナ禍による歳費法改正により、令和２年５月から令和３年 10 月ま
で歳費月額が 20％減額となっている） 

期末手当※１ 
(議 ⻑) 
(副議⻑) 
(議 員) 

(6 月･12 月にそれぞれ支給) 
5,270,387 円 
3,847,140 円 
3,142,802 円 

歳費月額×1.45×1.675 月分 
（左記金額は満額支給の場合（実際の支給額は在職期間により異なる場合が
ある）。なお、期末手当はコロナ禍による減額措置の対象外となっている） 

文書通信交通
滞在費 

(毎月 10 日･末日(＊)に半額支給) 
月額 1,000,000 円 

公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため支給 
（＊4 月･12 月は 25 日に支給） 

議会雑費・ 
職務雑費 

日額 6,000 円 国会開会中に限り、議⻑、副議⻑、仮議⻑、常任・特別委員⻑、調査
会⻑、憲法審査会会⻑、情報監視審査会会⻑、裁判官訴追委員会委
員⻑、裁判官弾劾裁判所裁判⻑等に支給 

立法事務費 (議員一人当たり) 
月額 650,000 円 

国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の
一部として各会派※２に交付 

※１ 議員が国務大臣等を兼ねる場合、大臣等として受ける給与が議員歳費・期末手当より多いときはその差額を行政庁から受ける 
※２ 委員割当等の算定基準となる「会派」と異なり、議院運営委員会の議決により一人でも認定され得る（いわゆる「一人会派」） 
（出所）歳費法、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律（昭和28年法律第52号）等より作成 

 

３．議員歳費をめぐる近年の主な動向 

 議員歳費をめぐる近年の主な動向について、関連する議員の待遇等の動向も含めてまと

めると図表２のとおりとなる。以下、主な事項について振り返ることとしたい。 

 

図表２ 議員歳費等をめぐる近年の主な動向（平成 12（2000）年以降） 

年 動 き 
平成 12（2000） 議員定数（衆）の 20 削減（500→［平成 12（2000）年総選挙］480） 

議員定数（参）の 10 削減（252→［平成 13（2001）年通常選挙］247→［平成 16（2004）年通常選挙］242） 
平成 14（2002） 議員歳費の減額（平成 14（2002）年度の歳費月額を 10％減額→平成 16（2004）年度まで延⻑） 

憲政功労年金（平成 15（2003）年１月）・永年在職表彰議員特別交通費（平成 14（2002）年４月）の廃止 
平成 17（2005） 議員歳費の減額、歳費月額の歳費法第１条への明記（平成 18（2006）年度から歳費月額を 1.7％減額等） 
平成 18（2006） 国会議員互助年金の廃止（平成 18（2006）年４月） 
平成 22（2010） 議員歳費の一部自主返納を可能とする規定の整備 

（当分の間の措置として、平成 22（2010）年 7 月分以降の歳費について、月の途中で議員の身分の得喪があった
場合、日割計算による歳費との差額分（全部又は一部）の自主返納を可能とする） 
議員歳費の日割制（日割計算による支給）の導入（平成 23（2011）年 1 月から） 

平成 23（2011） 議員歳費の減額（東日本大震災を受け、半年間（平成 23（2011）年 4 月〜9 月）、歳費月額を 50 万円減額） 
平成 24（2012） 議員歳費・期末手当の減額 

（東日本大震災への対処の必要性等に鑑み、歳費及び期末手当について、平成 24（2012）年 5 月〜11 月は 12.88％
減額、平成 24（2012）年 12 月〜平成 26（2014）年 4 月は 20％減額） 
議員定数（衆）の 5 削減（480→［平成 26（2014）年総選挙］475） 

平成 28（2016） 議員定数（衆）の 10 削減（475→［平成 29（2017）年総選挙］465） 
平成 30（2018） 議員定数（参）の 6 増（242→［令和元（2019）年通常選挙］245→［令和 4（2022）年通常選挙］248） 
令和 元（2019） 参議院議員の歳費自主返納を可能とする規定の整備 

（参議院議員の定数増を踏まえ、令和元（2019）年 8 月 1 日から令和 4（2022）年 7 月 31 日までの間、月額
77,000 円を目安に、参議院議員による歳費の自主返納を可能とする） 

令和 ２（2020） 議員歳費の減額 
（コロナ禍を踏まえ、歳費月額を 20％減額（令和２（2020）年５月〜令和３（2021）年４月→10 月まで延⻑）） 

（出所）参議院ウェブサイト（「資料集」等）、衆議院事務局『令和２年 衆議院の動き』第28号（令3.3）420頁、
総務省ウェブサイト（「選挙・政治資金」）、桐原康栄、帖佐廉史「国会改革の経緯と論点（資料）」『レファ
レンス』（平27.7）72～75頁等より作成 
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（１）構造改革を踏まえた減額等（平成 14 年～平成 16 年、平成 17 年） 

ア 議員歳費の 10％減額（平 14.4～（平 15.3→）平 17.3） 

  我が国の経済情勢及び財政状況が非常に厳しい中、小泉内閣（当時）による本格的な

構造改革のスタートにより、経済、社会、国民生活への多大な影響が見込まれたことか

ら、議員歳費の削減について議論されることとなり、平成 13 年 10 月、与党（自由民主

党（以下、政党名としての「自由民主党」については「自民党」という。）、公明党及び

保守党）幹事長会談で合意に至った11。 

その後、削減の額、期間等についての与野党内での協議、衆議院議院運営委員会にお

ける起草等を経て、第 154 回国会（常会）の平成 14 年３月 29 日、同年４月から平成 15

年３月までの間、議員歳費を 10％減額12する等13のための歳費法等改正がなされた（平成

14 年法律第５号、一部を除き平 14.4.1 施行）。 

以降、第 156 回国会（常会）の平成 15 年４月２日（平成 15 年法律第 22 号、平 15.4.7

施行）、第 159 回国会（常会）の平成 16 年３月 31 日（平成 16 年法律第５号、平 16.4.1

施行）の２度にわたる歳費法改正により、減額措置は平成 17 年３月まで延長された。 

なお、国家公務員を兼ねる議員（内閣総理大臣、国務大臣、副大臣及び大臣政務官等）

については、歳費減額分の給与を自主返納する対応がなされた14。この点、内閣総理大臣

等については、特別職の職員の給与に関する法律（昭和 24 年法律第 252 号）附則第３項

において、公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）の寄附禁止規定（第 199 条の２）の特

例（適用除外）が設けられ、給与の自主返納を行うことが可能となっている15。 

イ 議員歳費の 1.7％減額、歳費法第１条への歳費月額の明記（平成 17 年） 

第 163 回国会（特別会）では、自由民主党及び公明党の両会派共同で「国会法及び国

会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案」（衆第 20 号）が

提出され、衆参両院における審議16を経て、平成 17 年 10 月 28 日に成立に至った（平成

17 年法律第 109 号、一部を除き平 18.4.1 施行）。 

これにより、①平成 17 年８月の人事院勧告等を踏まえ、平成 18 年４月から議員歳費

 
11 第 154 回国会衆議院本会議録第 16 号３頁（平 14.3.26）、冨澤幸弘（衆議院法制局第二部第一課。所属は執

筆当時、以下同様）「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する等の法律」『法令解説

資料総覧』No.249（平 14.10.25）５頁 
12 歳費月額を基準に支給額が計算される期末手当なども同様に減額された（前掲注 11 冨澤６頁）。なお、国会

法第 35 条等との整合性については、現下の厳しい経済・財政の状況等に鑑みた臨時の特例措置であることか

ら、当該規定の趣旨を潜脱するものではない旨の説明がなされているが（同６～７頁）、後述する東日本大震

災後の減額措置なども基本的に同様の考え方に立っているものと推察される（後掲注 23 原田 32～33 頁等）。 
13 憲政功労年金（議員として 50 年以上在職し、憲政上特に功績顕著なものとして各議院で表彰の議決があっ

た者に功労年金を年 500 万円（当初 100 万円）終身支給）及び永年在職表彰議員特別交通費（25 年以上在職

の永年在職表彰議員に専用自動車の提供等に代えて月額 30 万円（当初 20 万円）を支給）の廃止もなされた。 
14 前掲注 11 冨澤７頁 
15 平成 14 年当時は内閣総理大臣及び国務大臣についてのみ特例（適用除外）を設けていたため、副大臣及び

大臣政務官等に係る所要の規定の整備が行われた。なお、閣僚等の給与については、その後も自主返納が行

われてきている（「官房長官記者発表」（平 23.4.1 午前）、「内閣官房長官記者会見」（平 23.10.28 午前、平

26.3.14 午前、令 2.4.28 午前）等）。 
16 衆議院では、民主党・無所属クラブから、平成 17 年度末までの間、議員歳費の月額を平成 14～16 年度に行

われた議員歳費 10％減額の水準とする歳費法改正案（衆第 17 号）が提出され、一括して審議が行われたが、

同案は否決された。 



立法と調査　2021.7　No.437
172

   

の額を 1.7％減額する等の措置を講ずること、②①に関連し、事務次官など一般職の最

高の俸給を受ける者には俸給のほかに調整手当、平成 18 年度からは地域手当が支給さ

れ、これを加えれば議員の歳費月額を上回ることとなったため、より実態を踏まえた形

で国会法第 35 条を改正すること（「給料額より少くない」を「給与額（地域手当等の手

当を除く。）より少なくない」に改める）等とされた。 

また、①の減額に関し、議員の歳費が特別職の俸給に連動する（従来の）歳費法第１

条の形式を改め、（現在の）歳費月額を明示する形式に変更することとされた。その理由

について、発議者は「なお厳しい国民経済や財政状況にかんがみ、国会議員の置かれた

立場に思いをいたし、今後仮に人事院勧告により公務員給与の増額改定がなされる場合

でも、議員歳費は直ちに連動して簡単には増額することはないようにすべきとの立法者

の決意をあわせ示したものである」と説明している17。 

 

（２）歳費日割制（日割計算による支給）の導入等（平成 22 年） 

 歳費の支給方法については、かつて、議員は「任期が開始する当月分」から「任期満限、

辞職、退職、除名又は死亡の当月分」までの歳費を受ける18とされ、月割制が採用されてい

た。その結果、月の初日以外の日に任期が開始した場合や月の末日以外の日に任期満限等

の事由が生じた場合でも当該議員に当月分の歳費全額が支給されることから、平成 21 年

の衆議院議員総選挙（8.30 執行→当選議員全員が在任期間２日で８月分歳費全額を受給）や平成 22 年

の参議院議員通常選挙（7.11 執行、7.26 任期開始→新当選議員は在任期間６日で７月分歳費全額を受給）

における実例ともあいまって批判の声があった19。 

こうした中、上記通常選挙後に召集された第 175 回国会（臨時会）では、衆参両院で議

員歳費の日割計算による支給等に係る法案が一部会派から提出20されるなど歳費日割制導

入への動きが活発化したものの、同国会の会期は８日間と短く、抜本的な制度改正に向け

た十分な議論の時間を確保することが困難な状況にあった。そのため、与野党協議により、

まずは同国会で７月 26 日から任期が始まった新当選議員が自主的に歳費（議員でなかっ

た日数分）を返納することが可能となるよう、公職選挙法の寄附禁止規定の特例（適用除

外）を歳費法の附則に新設する改正案を成立させることで合意された21。 

こうした経緯、衆議院議院運営委員会における起草等を経て、同国会の平成 22 年８月６

日、議員歳費の一部自主返納を可能とする改正歳費法が成立した（平成 22 年法律第 47 号、

平 22.8.11 施行）。 

 
17 第 163 回国会衆議院議院運営委員会議録第 10 号２頁（平 17.10.25） 
18 議長・副議長は「選挙された当月分」から「任期満限、辞職、退職、除名又は死亡の当月分」までの歳費を

受けるとされていた。 
19 近藤義浩（衆議院法制局法制企画調整部企画調整課）「月の途中で議員の身分の得喪があった場合、日割計

算による歳費との差額分を国庫に返納することが可能に」『時の法令』No.1871（平 22.12.15）９頁 
20 衆議院では、公明党から歳費・文書通信交通滞在費等の日割制を導入する歳費法等改正案（衆第１号）が、

参議院では、みんなの党から当該内容に加え歳費月額（30％）・期末手当額（50％）を減額する歳費法等改正

案（参第１号）が提出されたが、いずれも継続審査となった。その後、前者は第 176 回国会（臨時会）の会

期終了に伴い未了となり、後者は同国会で撤回された（修正・再提出された新たな案（参第２号）も未了）。 
21 前掲注 19 10 頁 
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歳費日割制の導入については、その後の更なる与野党協議、衆議院議院運営委員会にお

ける起草等を経て、第 176 回国会（臨時会）の平成 22 年 12 月３日、改正歳費法の成立に

より実現した（平成 22 年法律第 69 号、平 23.1.1 施行）。 

なお、これにより歳費は原則として日割支給されることとなったが、議員等にとって予

期しがたい死亡及び衆議院解散の場合については、従来の月割支給が維持された22。 

 

（３）東日本大震災後の減額措置（平成 23 年、平成 24 年～平成 26 年） 

ア 減額特例法による歳費月額の 50 万円減額（平 23.4～9） 

  平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災により甚大な被害が生じ、議員も被災地

域の復旧復興のために様々な活動に取り組む中、国、自治体、日本赤十字社等への義援

金の寄附が公職選挙法の寄附禁止規定に抵触するおそれがあったことから、歳費を削減

し、多くの国民と被災者の苦難を分かち合うとともに、削減分を被災地の復旧復興に回

し、早急な被災地の立ち直りを支援する方法が模索され、同月、民主党、自民党、公明

党の３党による合意（いわゆる「民自公３党合意」）がなされた23。 

こうした経緯、衆議院議院運営委員会における起草等を経て、第 177 回国会（常会）

の平成 23 年３月 31 日、同年４月から９月までの間、議員歳費の月額（期末手当は対象

外）を 50 万円減ずる「平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興

に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律」（以下「減額特例法」と

いう。）が成立した（平成 23 年法律第 11 号、平 23.4.1 施行）。 

イ 臨時特例法・同法改正による議員歳費・期末手当の減額 

（平 24.5～平 24.11：▲12.88％、平 24.12～平 26.4：▲20％） 

  我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、減額特例法によ

る減額の終了後も一層の歳出削減に向けた方策が検討される中、平成 24 年４月、議員歳

費の削減に関する民自公３党合意がなされた24。 

こうした経緯、衆議院議院運営委員会における起草等を経て、第 180 回国会（常会）

の平成 24 年４月 27 日、同年５月から平成 26 年４月までの間、議員歳費・期末手当を

12.88％減額する「国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律」（以下「臨時

特例法」という。）が成立した25（平成 24 年法律第 29 号、平 24.5.1 施行）。 

さらに、第 181 回国会（臨時会）の平成 24 年 11 月 14 日に行われた国家基本政策委員

 
22 近藤義浩（前衆議院法制局法制企画調整部企画調整課）「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の

一部を改正する法律」『法令解説資料総覧』No.351（平 23.4.25）14～15 頁 
23 第 177 回国会衆議院本会議録第 13 号 11 頁（平 23.3.31）、原田昌幸（衆議院法制局法制企画調整部基本法

制課）「東日本大震災からの復旧復興に資するために国会議員の歳費の月額を減額」『時の法令』No.1884（平

23.6.30）29～30 頁。民自公３党合意の内容は「平成 23 年度の歳費を一人当たり 300 万円削減する」旨の合

意と報じられた（『読売新聞』（平 23.3.29））。 
24 「平成 24 年５月から２年間で議員一人当たり計 540 万円削減する」旨の合意（『読売新聞』（平 24.4.18）） 
25 これに先立ち、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」が成立し（平成 24 年法律第２号、臨

時特例は平 24.4.1 施行）、人事院勧告に係る給与改定に加え、平成 24 年４月から平成 26 年３月までの間に

おける国家公務員の給与の削減（①一般職給与法適用者の俸給月額の減額（本省課室長相当職員以上▲9.77％、

本省課長補佐・係長相当職員▲7.77％、係員▲4.77％）、②特別職給与法適用者の俸給月額等の減額（内閣総

理大臣▲30％、国務大臣クラス・副大臣クラス▲20％、大臣政務官クラス等▲10％）等）がなされた。 
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会合同審査会（党首討論）では、野田内閣総理大臣（当時）から安倍自民党総裁（当時）

及び山口公明党代表に対し、消費税率引上げ前の大幅な議員定数削減が必要とした上で、

その実現までの間、議員歳費２割削減など互いに身を切る努力を示すことを求めた26。 

これを受け、翌 15 日、民主党・無所属クラブ・国民新党は「我が国の財政状況や国民

世論等を踏まえ、政治家みずから身を切る姿勢を示すことが求められている」27として、

国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、

臨時特例法による減額幅を 7.12％分上乗せして 20％とする同法改正案（衆第３号）を提

出28し、衆参両院における審議を経て、同国会の平成 24 年 11 月 16 日、改正臨時特例法

が成立した（平成 24 年法律第 93 号、平 24.12.1 施行）。 

改正臨時特例法の附則第２項には、特例期間（平 24.5～平 26.4）経過後の議員歳費・

期末手当については、特例期間が経過するまでの間に、国会議員の定数削減による歳出

の削減の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられ

るものとする旨の検討規定が置かれた。しかし、消費税率引上げ（５％→８％）など国

民の負担が増す中、議員歳費等については、一部会派から更なる減額等を求める意見29は

あったものの平成 26 年４月をもって臨時特例法による減額が終了したことから、世論

の厳しい目も向けられた30。 

 

（４）定数増を踏まえた参議院議員の歳費自主返納に係る措置（令和元（平成 31）年） 

ア 参議院議員の定数６増～参議院議員の歳費を減額する法案（当初案）の提出 

  平成 30 年７月、第 196 回国会（常会）において公職選挙法が改正され、参議院議員の

定数が６増の 248（令和元年・令和４年（予定）の通常選挙で３ずつ増）とされたが、参

議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会では「参議院議員の定数の増加に

伴い、参議院全体の経費が増大することのないよう、その節減について必要かつ十分な

検討を行うこと」との附帯決議が付され、参議院に係る経費の節減が課題となった。 

この附帯決議を受けて検討がなされ、第 198 回国会（常会）において、与党会派等（自

由民主党・国民の声、公明党及び無所属クラブ）は当初、定数増により増大する経費の

節減を図るには参議院議員の歳費の減額が最も確実かつ簡明な手段である等として31、

参議院議員の歳費月額を減額（議長 129,000 円、副議長 94,000 円、議員 77,000 円）す

る臨時的な特例措置32を講ずる歳費法改正案（参第１号、以下「当初案」という。）を提

 
26 第 181 回国会国家基本政策委員会合同審査会会議録第１号３、６頁（平 24.11.14）。討議の概要は、河手雅

己「第 181 回国会及び第 183 回国会における党首討論」『立法と調査』No.343（平 25.8.1）を参照。 
27 発議者の趣旨説明（第 181 回国会衆議院議院運営委員会議録第６号２頁（平 24.11.15）） 
28 これと別途、他会派と共同で議会雑費・職務雑費を廃止する歳費法等改正案（衆第４号）も提出したが、衆

議院では可決されたものの成立に至らず、衆議院解散により未了となった。 
29 公明党は 7.12％分の減額継続を求め（『毎日新聞』（平 26.4.26））、日本維新の会等は議員歳費・期末手当を

30％減額する歳費法改正案（第 186 回国会衆第 18 号）を提出した（継続審査の後、衆議院解散により未了）。 
30 『毎日新聞』（平 26.4.16）、『東京新聞』（平 26.6.10）、『産経新聞』（平 26.6.30）。なお、これらの報道では、

政治活動への影響に鑑み、若手議員等において減額継続に慎重な意見があることも紹介された。 
31 第 198 回国会（常会）において与党会派等が提出した当初案（参第１号）の「理由」 
32 同案では、歳費減額の特例期間は、平成 31（令和元）年通常選挙で選出される参議院議員の任期開始日から

平成 28 年通常選挙で選出された参議院議員の任期満限の日（令 4.7.25）まで（約３年）とされた。 
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出した。 

この当初案に対しては、他会派から、①減額が時限措置である点、②定数６増そのも

のへの反対に加え、③衆議院議員の歳費と差異が生じることへの憲法上の疑義も指摘さ

れた33。なお、③に関しては、国会において法案審議（後述ウ参照）以外でも取り上げら

れ、諸外国では二院制を採用する国で両院の公選議員の間で歳費の額が異なる国（メキ

シコ、イタリア等）などがある一方、我が国では昭和 22 年の歳費法制定以降、両院議員

の歳費月額に差異が設けられたことはないこと、学説においては「両議院のあいだに差

等を設けること、すなわち、甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額とのあいだ

に差等を設けることは、特にそれについての根拠が憲法に見出されない以上、許されな

いと解すべき」34「衆参両院の議員の歳費に差異を設けることは、憲法上特段の根拠は見

出しがたく、本条が特に区別することなく『両院の議員』が歳費を受けるとしているこ

とからしても、許されないと解される」35とするものがあること等について言及された36。 

イ 当初案の撤回、参議院議員の歳費自主返納を可能とする法案の提出・成立 

こうした中、与野党協議において、一部会派から「一律減額」ではなく「自主返納」

とする提案があったことを受け37、与党会派等は当初案を撤回し、新たに、公職選挙法の

寄附禁止規定の特例（適用除外）を定め、令和元年８月１日から令和４年７月 31 日まで

の間、参議院議員が支給を受けた歳費の一部（返納の措置が参議院に係る経費の節減に

資するためのものであることに留意し、月額 77,000 円を目安とする）を自主返納するこ

とを可能とする歳費法改正案（参第 26 号）を提出した。 

その後、参衆両院の審議38を経て、第 198 回国会（常会）の令和元年６月 18 日、改正

歳費法が成立した（令和元年法律第 43 号、令元.8.1 施行）。 

なお、同法附則第３項では「参議院議員の歳費の一部に相当する額の国庫への返納が

参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ認められるものであることに鑑み、参議院全

体としてこれに取り組むよう努めるとともに、参議院に係る経費の節減については、更

に検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする」とされた。 

 

 

 
33 『読売新聞』（平 31.4.20）、『東京新聞』（令元.5.14）等。なお、③に関する発議者の見解は後掲注 39 参照。 
34 前掲注２宮澤・芦部 373 頁 
35 只野雅人「第 49 条〔議員の歳費〕」小林孝輔、芹沢斉編著『基本法コンメンタール［第五版］』（日本評論社、

平成 18 年）283 頁 
36 第 198 回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第３号 12～13 頁（平

31.4.10）、第 198 回国会参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会会議録第３号１～４頁（平

31.4.24） 
37 第 198 回国会参議院議院運営委員会会議録第 23 号２、13～14 頁（令元.6.3）等 
38 参議院では、日本維新の会・希望の党提出の歳費法改正案（参第３号、各議院の議員歳費・期末手当を当分

の間 20％減額）及び立憲民主党・民友会・希望の会提出の歳費法等改正案（参第 29 号、各議院の議員歳費

を恒久的に減額し、三権の長の均衡の観点から内閣総理大臣の俸給月額と最高裁判所長官の報酬月額も減額）

と一括して審議（趣旨説明聴取は参第 29 号のみ別日）が行われたが、両案は否決された。 

 なお、このほか、国民民主党・新緑風会からは、別の観点からの経費節減案として、参議院議員の選挙期

間を３日間短縮（少なくとも 17 日間→少なくとも 14 日間）する公職選挙法改正案（参第 17 号）が提出され

たが、同国会の会期終了に伴い未了となった。 
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ウ 法改正に係る主な国会論議 

この法改正に係る法案審議においては、①自主返納と憲法第 49 条との関係、②自主返

納について月額 77,000 円を目安とした理由、③自主返納の期間を３年間とした理由、④

返納額の把握・公表の在り方等について議論が行われた。 

①については、発議者（与党会派等提出の参第 26 号の発議者。以下同様）から、自主

返納の場合は、衆議院議員と同額の歳費を参議院議員も受けた上で、それぞれの参議院

議員の判断によって行われるものであるため、参議院議員だけに認めても憲法第 49 条

との関係で問題を生ずることはない旨39、国会議員の地位の重要性に鑑み、その職責を遺

憾なく遂行できるようにするため相当額の歳費を受けることを保障する憲法第 49 条の

趣旨を踏まえれば、いたずらに返納競争に走るようなことは好ましくないことから自主

返納額の目安を規定することとした旨40答弁された。 

②については、発議者から、令和元年の通常選挙で参議院議員の定数が３増となるこ

とに伴い必要となる経費（人件費と義務的経費）の３年間の合計額が現時点での試算で

約６億 7,700 万円となり、これを参議院議員の定数 245 で割り、さらに 36 か月で割っ

て計算すると月額約 77,000 円となる旨答弁された41。 

③については、参議院の特別な事情を前提として講じられる措置であることから、令

和元年通常選挙後の定数３増による経費増大への対処が求められる３年間を念頭に置い

たことに加え、公職選挙法が寄附禁止を定めている趣旨から、寄附禁止の適用除外を一

般的、恒久的な制度として定めるのは適切ではないことによる旨答弁された42。 

④については、返納額の総額について一定期間ごとに把握し、また、３年の期間中に

中間的に何らかの形で明らかにすることはあり得るが、自主返納という趣旨からは、個々

の議員の自主返納の有無あるいはその自主返納した額を公表するということは適当では

ないと考えている旨答弁された43。 

なお、その後、参議院議院運営委員会理事会の決定により、月別の返納額の総額とそ

の累計額のみを公表することとされた44。 

 

 

 
39 第 198 回国会参議院議院運営委員会会議録第 23 号 10、14 頁（令元.6.3）等。なお、発議者は、当初案（参

第１号）についても、（学説（前掲注 34・35）は通説とまでは言い難いとした上で、）両議院の議員の間で歳

費の額に差を設けることは一定の場合には憲法上許容され得るという考え方の下、参議院の特別の事情に基

づく必要性による臨時的、特例的な減額措置などとするのであれば、憲法第 49 条との関係で問題は生じない

と考えていた旨答弁している（第 198 回国会参議院議院運営委員会会議録第 23 号４、10 頁（令元.6.3）等）。 
40 第 198 回国会参議院議院運営委員会会議録第 23 号４、６～７頁（令元.6.3）等 
41 第 198 回国会参議院議院運営委員会会議録第 23 号６、10、14 頁（令元.6.3） 
42 第 198 回国会参議院議院運営委員会会議録第 23 号６、10、16 頁（令元.6.3）、第 198 回国会衆議院議院運営

委員会議録第 30 号４頁（令元.6.17） 
43 第 198 回国会参議院議院運営委員会会議録第 23 号 14、21～22 頁（令元.6.3）、第 198 回国会衆議院議院運

営委員会議録第 30 号４頁（令元.6.17） 
44 第 204 回国会衆議院予算委員会議録第５号 37 頁（令 3.2.5）。令和３年６月には、改正法施行の令和元年８

月から令和３年５月分までの返納額の累計が２億 7,219 万 5,000 円になった旨報じられた（時事ドットコム

ニュース「自主返納、2.7 億円 参院議員歳費」（令 3.6.8）<https://www.jiji.com/jc/article?k=2021060

801092&g=pol>）。 
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（５）コロナ禍による歳費月額の 20％減額（令和２年５月～令和３年（４月→）10 月） 

 令和２年、コロナの急速な感染拡大を受け、安倍内閣総理大臣（当時）が４月７日に東

京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の７都府県を対象として緊急事態宣言を発令

し（同月 16 日には対象を全国に拡大）、店舗・施設の休業等による国民生活への影響が一

層懸念される事態となる中、東日本大震災後の例を参考に、自民、立憲民主両党の国対委

員長会談において、当面１年間、議員歳費を 20％削減することで合意された45。 

こうした経緯、衆議院議院運営委員会における起草等を経て、第 201 回国会（常会）の

令和２年４月 27 日、同年５月から令和３年４月までの間、議員歳費を 20％減額する改正

歳費法が成立した（令和２年法律第 24 号、令 2.5.1 施行）。 

その後、令和３年に入っても、緊急事態宣言が断続的に発令・延長されるなど依然とし

てコロナ収束の見通しが立たない中、４月末で期限を迎える減額措置の取扱いについて検

討され、自民、立憲民主両党の国対委員長会談において、当該措置を 10 月（衆議院議員の

任期満了（令 3.10.21）を迎える月）まで延長することで合意された46。 

こうした経緯、衆議院議院運営委員会における起草等を経て、第 204 回国会（常会）の

令和３年４月 23 日、議員歳費の 20％減額を令和３年 10 月まで延長する改正歳費法が成立

した（令和３年法律第 28 号、令 3.5.1 施行）。 

ただし、コロナ禍による現下の歳費減額については、東日本大震災後の臨時特例法での

対応と異なり期末手当を含まないことから、報道では、文書通信交通滞在費など対象とさ

れていない他の手当の存在も含めて指摘がなされた47。 

 

４．最近の動き等（当選無効となった議員の歳費の取扱いをめぐる議論等） 

令和３年２月、令和元年７月の参議院議員通常選挙（広島県選挙区）をめぐり、公職選

挙法違反（買収）の罪で河井あんり参議院議員（当時）が有罪判決を受け、議員辞職の後、

有罪が確定した（当選無効）。夫である河井克行衆議院議員（当時）も公判中に議員辞職（後

に有罪判決）するなど異例の事態となった48。 

また、河井あんり前参議院議員の在職中（令元.7.29～令 3.2.3）に総額 4,942 万 6,514

円の歳費、期末手当及び文書通信交通滞在費が支給されていたことが明らかとなり49、広島

県の住民が当該歳費等を国に返還させるよう求め提訴する（現在控訴中）50など当選無効と

 
45 『朝日新聞』（令 2.4.15）、『毎日新聞』（令 2.4.15） 
46 『読売新聞』（令 3.4.9） 
47 『東京新聞』（令 2.4.29）、『朝日新聞』（令 2.5.8）。なお、日本維新の会は、当分の間、議員歳費・期末手当

を 20％減額する歳費法改正案（第 201 回国会参第６号、第 204 回国会参第 24 号等）を参議院に提出してき

ているが、いずれも否決又は未了となっている。 
48 本件の事件概要や経過については、ＮＨＫ「河井元法相夫妻『百日裁判』なにを語る？」<https://www3.nh

k.or.jp/news/special/kawai-judgment/>を参照されたい。 
49 このほか、立法事務費（所属会派への議員一人分の交付総額）が 715 万円（11 か月分）であること、公設秘

書の給与の総額が 3,920 万 5,302 円であることも明らかとなった（第 204 回国会衆議院予算委員会第一分科

会議録第２号 31 頁（令 3.2.26））。また、関連して、政党交付金（毎年１月１日を基準日とし、当該政党の

所属国会議員数と当該政党が国政選挙で得た得票数に応じて算定・交付されるもので、基準日後に所属国会

議員数の異動があってもその年の交付額は変わらない）の交付額や返還の必要性についても議論がなされた

（第 204 回国会参議院予算委員会会議録第５号 27 頁（令 3.3.5））。 
50 第一審（東京地裁）においては、「本件のように納税者、国民として、国を相手に違法な公金支出の是正な
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なった議員の歳費等の取扱いが問題として指摘された。 

現行法上、支給された歳費等を遡って国庫に返納する義務を定める規定はなく、自主返

納の場合には公職選挙法の寄附禁止規定に抵触するおそれがある。また、逮捕・勾留され

登院できない状況が続いた場合にも、歳費等の支給を停止する規定はない51。 

令和３年５月以降、こうした現行法上の課題や一連の経緯を踏まえ、与野党において、

当選無効となった議員の歳費の取扱いをめぐる議論等が本格化している。 

そこで以下、報道等を基に、筆者が確認できた範囲内で、本件に係る最近の主な動き等

を紹介することとしたい（全体像は図表３参照、各党の動き等の個別の情報は後述（１）

～（５）参照）。 

 

図表３ 当選無効となった議員の歳費の取扱いをめぐる議論等の主な動き（令和３年以降） 

月 日 動 き 
令和３年 

2 月 03 日 
令和元年参議院議員通常選挙（広島県選挙区）をめぐる公職選挙法違反（買収）の罪で、東京地裁が河
井あんり参議院議員に有罪判決 
河井あんり参議院議員が議員辞職（参議院本会議で許可） 

2 月 05 日 河井あんり前参議院議員の有罪が確定→当選無効 
4 月 01 日 河井克行衆議院議員が議員辞職（衆議院本会議で許可） 
4 月 25 日 参議院広島県選挙区選出議員再選挙 
4 月下旬 広島県の住⺠が、河井あんり前参議院議員が受けた歳費など 4,900 万円余を返還させるよう国に求め

提訴（一審・東京地裁は却下、現在控訴中） 
5 月 07 日 公明党が歳費法改正に向けて党内議論を開始 
5 月 13 日 立憲⺠主党歳費返納ワーキングチーム（WT）が議論開始 
5 月中旬 日本維新の会が、当選無効となった場合の歳費の自主返納を可能とする等の歳費法改正案の骨子（維

新案）を取りまとめ 
5 月 27 日 公明党が、当選無効となった場合の歳費等の４割返納を義務付ける等の歳費法改正案の骨子（公明案）

を取りまとめ、自⺠党に提⽰ 
立憲⺠主党が、選挙買収等の特定犯罪で当選無効となった場合の歳費等の全額返納を義務付ける等の
法案（立憲案）を取りまとめ 

5 月 31 日 自⺠党歳費法に関する検討プロジェクトチーム（PT）が議論開始 
立憲⺠主党から与党に対し、立憲案についての協議を呼びかけたことが明らかとなる 

6 月 09 日 自⺠党が第 204 回国会（常会）会期中の歳費法改正を見送る方針を決める 
6 月 16 日 第 204 回国会（常会）閉会（会期延⻑なし） 
6 月 17 日 菅内閣総理大臣が記者会見で「党内議論が進むよう促していきたい」旨述べる 
6 月 18 日 東京地裁が河井克行前衆議院議員に有罪判決 
6 月 29 日 自⺠、公明両党の与党歳費法に関する検討プロジェクトチーム（PT）が議論を開始し、歳費法改正に

ついて、８月末までに考え方の成案を得ることで一致する 
（出所）各種報道、各政党ウェブサイト等より作成 

 

 
どを求める法律上の規定はない」として却下された（『毎日新聞』（令 3.6.5））。 

51 明治憲法時代には、召集に応じない議員には歳費を与えないことが議院法第 19 条第１項で規定されていた

（前掲注２宮澤・芦部 374 頁）。なお、地方議会では、逮捕・勾留中の議員報酬を支給停止・減額する条例の

制定例があり、令和元年末時点で、全国 815 の市と東京 23 区のうち 83 自治体がこうした条例を制定してい

るとされる（ＮＨＫ「追跡 記者のノートから 国会、行っていないのに…（改訂版）」（令 3.5.11）<https:

//www3.nhk.or.jp/news/special/jiken_kisha/kishanote/kishanote16-2/>、『朝日新聞』（令 3.6.29））。 
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（１）与党（自民党、公明党） 

 公明党は、参議院広島県選挙区選出議員再選挙（令 3.4.25）後の５月７日に党内で議論

を開始し52、27 日には歳費法改正案の骨子（以下「公明案」という。）を取りまとめ、自民

党に提示した53。 

 公明案は、歳費には生活保障の側面もあるとされる憲法第 49 条をめぐる学説や、当選無

効が確定するまでになされた議員活動（質疑、採決等）は有効であること54などを考慮し、

返納義務は歳費全額ではなく、相当額とすることが適当とした上で、①議員が公職選挙法

違反の罪で当選無効となった場合、歳費の 40％、期末手当の全額、文書通信交通滞在費の

40％の返納を義務付けること、②議員が何らかの罪で起訴された場合、勾留期間中、歳費

の 40％、期末手当の全額、文書通信交通滞在費の全額を支給停止すること（無罪になれば、

事後に停止分を支給）を主な内容としている55。 

 これを受け、自民党は、歳費法に関する検討プロジェクトチームを設置し、立憲民主党

の案（後述（２）参照）も含めて５月 31 日から議論を開始したものの、憲法第 49 条との

整合性の観点から丁寧に議論する必要性、返納・支給停止の割合を 40％とすることや支給

停止の開始を起訴後とする妥当性等について指摘があり、６月９日には第 204 回国会（常

会）会期中の法改正を見送る方針を決めた56。 

 その後、同国会閉会翌日の６月 17 日、菅内閣総理大臣は「党内での議論が進むよう促し

ていきたい」旨述べた57。同月 29 日、自民、公明両党は、与党歳費法に関する検討プロジェ

クトチームにおいて議論を開始し、歳費法改正について、８月末までに考え方の成案を得

ることで一致したなどと報じられている58。 

 

（２）立憲民主党 

 立憲民主党は、５月 13 日に歳費返納ワーキングチームを設置して議論を開始し59、同月

27 日に歳費返納関連の新法案等（以下「立憲案」という。）を取りまとめ60、同月 31 日に

 
52 『中国新聞』（令 3.5.8） 
53 『読売新聞』（令 3.5.28）、『朝日新聞』（令 3.5.28）、『中国新聞』（令 3.5.28） 
54 国会法第 113 条は「議員は、その資格のないことが証明されるまで、議院において議員としての地位及び権

能を失わない。（以下略）」と規定している（下線は筆者による）。前掲注２森本では、同条について「資格の

ないことが証明されるまでに行使した権能や享受した特権は確定的なものであり、資格のなくなった事実の

生じた時点に遡って無効となることはないとの意である」（421 頁）とした上で、「議員でない者が加わって

いたことを理由に議院、委員会等の活動の効果を覆すと大きな混乱を惹起し、その弊害は甚だしいものとな

る」ことから、「無効が確定するまでになされた当該議員の行為は有効である」（405～406 頁）としている。 
55 同党ウェブサイト「当選無効で歳費返納へ」（令 3.5.28）<https://www.komei.or.jp/komeinews/p167186/>、

『朝日新聞』（令 3.5.28、令 3.6.4）、『読売新聞』（令 3.5.28、令 3.6.10）、『中国新聞』（令 3.5.28、令 3.5.

30）。なお、「40％」の根拠については、国家公務員の起訴休職や懲戒で定めた減給の割合を参考にした旨報

じられた（『朝日新聞』（令 3.5.28、令 3.6.4）、『中国新聞』（令 3.5.28））。 
56 『読売新聞』（令 3.6.10）、『中国新聞』（令 3.6.10） 
57 「菅内閣総理大臣記者会見」（令 3.6.17） 
58 公明党ウェブサイト「歳費返納、８月中の合意めざす」（令 3.6.30）<https://www.komei.or.jp/komeinews

/p173801/>、『産経新聞』（令 3.6.30）、『東京新聞』（令 3.6.30）、『中国新聞』（令 3.6.30） 
59 『中国新聞』（令 3.5.14）、『朝日新聞』（令 3.5.19） 
60 『中国新聞』（令 3.5.28）、時事ドットコムニュース「立憲案は歳費全額返納」（令 3.5.27）<https://www.j

iji.com/jc/article?k=2021052701272&g=pol> 
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は与党に対し協議を呼びかけたことを明らかにしている61。 

立憲案は、選挙に関する買収罪のような選挙に関する罪、国会議員の地位を濫用した収

賄に係るものについて「特定犯罪」という類型を設けた上で、①議員（本来の任期が残る

前議員を含む）が特定犯罪で起訴された場合、衆参各院の政治倫理審査会への出席・説明

を求め、正当な理由なくこれを拒否すれば、本会議での議決を経て歳費・期末手当を差し

止めること（起訴～議長宣告の間に支給された分全額の返納、議長宣告～任期終了の間に

支給される分全額の支給停止）、②特定犯罪の有罪が確定した場合、当該犯罪に係る任期中

の歳費・期末手当の返納（当選無効：当選～有罪確定の全額、公民権停止：起訴～有罪確

定の全額、その他：起訴～有罪確定の半額）を義務付けること等を主な内容としている62。 

 

（３）日本維新の会 

日本維新の会に関しては、５月中旬に歳費法改正案の骨子（以下「維新案」という。）を

取りまとめ、与党が次期国会までに改正について合意できなかった場合には独自案の提出

を検討するなどと報じられている63。 

維新案は、憲法第 49 条を踏まえて返還を義務付けるのは困難と判断した上で、①選挙違

反で当選無効となった議員が歳費を自主返納できるようにすること、②期末手当と文書通

信交通滞在費は議員が逮捕・起訴された段階で支給を停止すること（不起訴や無罪となっ

た場合、事後に停止分を支給）を主な内容としている64。 

なお、同党は、「身を切る改革を含む政治改革」として議員定数や議員報酬の削減を掲げ

ているほか、文書通信交通滞在費の使途公開65・日割支給、立法事務費の「一人会派」への

交付廃止66、議会雑費・職務雑費の廃止等に係る法案を国会提出するなどしている67。 

 

（４）国民民主党 

国民民主党に関しては、同党の玉木代表が歳費の返納等に係る検討の必要性に言及して

いる旨報じられている68。 

なお、同党は、基本政策の一つである選挙・政治改革として、①衆参両院の定数削減に

 
61 同党ウェブサイト「【政治改革】歳費返納関連２法案の協議を自公に協議呼びかけ、小西洋之議員ら」（令 3.

5.31）<https://cdp-japan.jp/news/20210531_1441> 
62 前掲注 61 の同党ウェブサイト、前掲注 60 の時事ドットコムニュース等を参照。なお、立憲案では、歳費・

期末手当について、特定犯罪で起訴された議員の任期中の自主返納や②の「その他」で有罪が確定した議員

の任期開始～起訴の間の自主返納等も可能とすることとしている。また、歳費返納関連の新法と別途、政党

に所属する議員が選挙等に関する一定の犯罪（買収罪等）について起訴された場合に、当該政党に調査・結

果公表を義務付けること、当該調査等により犯罪への使用が明らかになったときは、相当額の返還等の必要

な措置を義務付けること等を内容とする政党助成法（平成６年法律第５号）改正案も取りまとめられている。 
63 『中国新聞』（令 3.6.18） 
64 同上 
65 現行法上、使途の公開は求められていないが、日本維新の会は自主的に公開している（同党ウェブサイト「文

書通信交通滞在費」<https://o-ishin.jp/news/bunsho/>）。 
66 図表１参照 
67 同党ウェブサイト「政策#02 身を切る改革を含む政治改革」<https://o-ishin.jp/policy/act02/>、同「身

を切る改革法案等 19 法案の提出について」（令 3.1.29）<https://o-ishin.jp/news/2021/01/29/10357.htm

l>。なお、これらの法案は第 204 回国会（常会）会期終了に伴い未了となった。 
68 『朝日新聞デジタル』（令 3.5.7）<https://www.asahi.com/articles/ASP576W80P57UTFK016.html> 



立法と調査　2021.7　No.437
181

   

向け、まずは参議院定数６減法案69の成立を目指す、②二院制の下での衆参両議院の在り方

の検討を進め、議員定数不均衡の是正を図りつつ、合区を解消し、各都道府県選挙区にお

いて議員が選挙されるよう、参議院議員の選挙制度の抜本的な見直しを行うなどとしてい

る70。 

 

（５）日本共産党 

日本共産党に関しては、同党の志位委員長が「自民党がまずやるべきは（買収事件の）

真相を明らかにすることで歳費以前の問題だ」などと述べたことが報じられている71。 

なお、３．で前述した議員歳費に係る制度改正の議論の際、同党は、①「議員歳費は、

憲法 44 条や 49 条に立脚し、国会法 35 条で原則を定めてきたもの」で「そのあり方は、議

員の位置づけ、議会のあり方そのものに深くかかわる問題であり、各党参加のもとで丁寧

に議論すべき課題であ」る72、②憲法第 44 条で「国会議員の資格を、財産や収入等で差別

してはならないと明記」し、同 49 条で「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国

庫から相当額の歳費を受ける」と定めているのは、「労働者など資力のない国民も国民の代

表として活動することを保障したものであり…、これを踏まえて、議員が国民の代表とし

て活動するにふさわしい額は何かということを、手当などを含めた議員の処遇全体を思慮

に入れて議論をすべき」73、③「国会の経費や議員の処遇について言うならば、特権的な役

員手当の廃止とか文書通信交通滞在費の見直しが必要であって、何よりも、総額が年間約

320 億円の政党助成金〔政党交付金〕の廃止に踏み出すべき」74等と述べ、議員歳費等に係

るその姿勢を明らかにしている。 

 

５．おわりに  

議員歳費の返納や支給停止をめぐる議論は、オレンジ共済組合事件で逮捕されながら約

１億 6,000 万円の歳費や期末手当を受領した友部達夫元参議院議員のケースなど、議員の

不祥事の度に繰り返されてきたが、その時々の政治情勢や憲法との整合性の観点などから、

いずれも結論に至らなかった経緯がある75。 

憲法との整合性の観点については、推定無罪の原則があることに加え、歳費には、議員

としての地位や生活の保障という意味合いや、戦前の反省を踏まえて権力の介入から議員

の身分を守るという趣旨があることから慎重な見解76がある一方で、「（報酬説の立場から）

国会法で、召集に応じない者または欠席の多い者には歳費を与えないと規定しても、必ず

 
69 第 204 回国会（常会）で日本維新の会と共同提出した法案（参第 29 号）は、会期終了に伴い未了となった。 
70 同党ウェブサイト「国民民主党 政策 INDEX2019 選挙・政治改革」<https://www.dpfp.or.jp/election20

19/policies/201696> 
71 『朝日新聞』（令 3.5.19） 
72 第 180 回国会衆議院議院運営委員会議録第 17 号２頁（平 24.4.26） 
73 第 198 回国会参議院議院運営委員会会議録第 23 号 19 頁（令元.6.3） 
74 第 198 回国会参議院議院運営委員会会議録第 23 号 20 頁（令元.6.3）。なお、同党は政党交付金を受け取っ

ていない（「政党助成金なぜ受け取らない？」『しんぶん赤旗電子版』（令 2.12.7）<https://www.jcp.or.jp/

akahata/aik20/2020-12-07/2020120705_02_0.html>）。 
75 『産経新聞』（令 3.5.25）、前掲注 51ＮＨＫ 
76 前掲注 51ＮＨＫ 
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しも本条〔憲法第 49 条〕に違反するわけではない」77、憲法第 49 条では歳費について「法

律の定めるところにより」とされ、具体的な内容は法律に委任されていると解釈できるこ

とや、国民の選挙で選ばれた選良であるとはいえ、議院が議員を懲罰により除名すること

まで可能であることに鑑み、一定の場合に歳費を不支給とする余地も残されているのでは

ないか等、憲法上可能という見解も少なくないとされる78。 

遅くとも今秋までに衆議院議員総選挙が行われ、令和４年夏には参議院議員通常選挙が

行われる予定である。こうした政治日程を見据え、過去の経緯や専門家の見解等を踏まえ

ながら、各党・各会派においてどのような議論がなされるだろうか。本年 10 月までのコロ

ナ禍による減額措置や、令和４年７月までの参議院議員の自主返納に係る措置の取扱いを

含め、今後の議員歳費等をめぐる展開が注目される。 

 

（みやもと さとし） 

 

 
77 前掲注２宮澤・芦部 374 頁。ただし、こうした見解に対しては、逮捕・勾留中でも秘書を介すなどして一定

の議員活動ができるとの主張もある（前掲注 51ＮＨＫ）。 
78 前掲注 51ＮＨＫ、前掲注２森本 101 頁 


